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奈良県新型コロナウイルス感染防止対策飲食店等支援補助金交付要綱

（趣旨）

第１条 知事は、飲食店等に対して適切な感染防止対策を促すことにより、

利用者に対して安心・信頼の提供を実現し、感染制御が効いた状況下での

経済活動の早期回復を後押しするため、奈良県内において客席を設ける飲

食店等のうち、「奈良県新型コロナウイルス感染防止対策施設認証」を受け

たもの及び認証の取得に取り組むものに対し、感染防止対策事業に必要な

経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交

付に関しては、奈良県補助金等交付規則（平成８年６月奈良県規則第８号。

以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによ

る。

（定義）

第２条 この要綱において「飲食店等」とは、飲食店営業又は喫茶店営業（食

品衛生法施行令（昭和２８年政令第２２９号）第３５条に規定するものをい

う。）の許可を受けた施設（食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施

行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令（令和元年政令第１２３

号）の施行日前に、飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受け、同政令の施行

日以降の当該許可の継続の際に、同政令の施行に伴い、飲食店営業又は喫茶

店営業の許可を要しないとされた施設を含む。）で、飲食のための客席を有

する施設をいう。ただし、次に掲げる施設を除く。

（１）販売等、その場所で飲食をさせること以外を主たる目的とした施設

（２）学校、病院、その他の施設において、特定の者を対象として飲食をさ

せることを主たる目的とした施設

（３）旅館・ホテル営業又は簡易宿所営業（旅館業法（昭和２３年法律１３

８号）第２条に規定するものをいう。）の許可を受けた施設において、

その宿泊者に対して飲食させることを主たる目的とした施設

（補助対象事業等）

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、飲

食店等新型コロナウイルス感染防止対策設備等導入・強化事業とする。

２ 補助金の交付の対象となる者、補助金の額等は、別表に掲げるとおりと

する。

（補助事業の実施期間）

第４条 補助事業の実施期間は、令和３年４月１日から同年１２月３１日ま
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でとする。

（補助金の交付の申請）

第５条 補助金の交付を受けようとする者は、奈良県新型コロナウイルス感

染防止対策飲食店等支援補助金交付申請書兼実績報告書（第１号様式）に、

事業の関係書類その他知事が必要と認める資料を添えて、知事に申請しな

ければならない。

（補助金の交付の決定）

第６条 知事は、前条に規定する申請書等の提出があった場合において適当

と認めるときは、補助金の交付を決定し、当該申請者に対し、書面により

通知するものとする。

２ 知事は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認める場合に

は、必要な条件を付けるものとする。

（申請の取下げ）

第７条 前条第１項の規定による決定を受けた申請者（以下「補助事業者」

という。）は、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、同項の規

定による交付の決定を受けた日から３０日以内にその旨を記載した書面を

知事に提出しなければならない。

（変更等の承認の申請）

第８条 補助事業者は、規則第５条第１項第１号の承認を受けようとすると

きは、奈良県新型コロナウイルス感染防止対策飲食店等支援補助金変更承

認申請書（第２号様式）に事業の積算根拠となる書類その他知事が必要と

認める書類を添えて、知事に提出し、その承認を受けなければならない。

ただし、次に掲げる場合を除く軽微な変更については、この限りでない。

（１）補助事業の内容の著しい変更

（２）補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）の

２０％を超える変更

２ 補助事業者は、事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじ

め、奈良県新型コロナウイルス感染防止対策飲食店等支援補助金事業中止

（廃止）承認申請書（第３号様式）を知事に提出しなければならない。

（指示及び検査）

第９条 知事は、補助事業者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の

検査を行うことができる。
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（状況報告）

第１０条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補

助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに知事に報告し、指示を受け

なければならない。

（実績報告）

第１１条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、奈良県新型コロナウ

イルス感染防止対策飲食店等支援補助金交付申請書兼実績報告書（第１号様

式）に、事業の関係書類その他知事が必要と認める資料を添えて、知事に報

告しなければならない。

（実績報告の時期等）

第１２条 前条の実績報告は、交付決定以前に当該補助事業が完了している

場合にあっては交付決定の日から起算して３０日が経過した日までに、交

付決定後に当該補助事業が完了した場合にあっては当該補助事業の完了の

日から起算して３０日が経過した日までに行わなければならない。

（補助金の確定及び交付）

第１３条 知事は、第１１条の規定による報告を受けた場合において、適当

と認めたときは、補助金の額を確定し、補助事業者に書面により通知する

ものとする。

２ 前項の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けよう

とするときは、奈良県新型コロナウイルス感染防止対策飲食店等支援補助

金交付請求書（第４号様式）を知事に提出しなければならない。

３ 知事は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、補助金を交付するも

のとする。

（交付決定の取消し等）

第１４条 知事は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当す

るときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

（１） 第６条第２項の規定により知事が付けた条件に違反したとき。

（２） 第８条の規定に違反したとき。

（３） 第９条の規定による知事の指示に従わなかったとき又は検査を拒

み、忌避し、若しくは妨げたとき。

（４） 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

２ 前項の規定により、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場
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合にあっては、知事は、当該取消しに係る部分に関し既に交付した補助金

の返還を命ずるものとする。

（財産の管理等）

第１５条 補助事業者は、補助対象経費により取得し、又は効用の増加した

財産を、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目

的に従って、効果的に運用しなければならない。

（財産の処分の制限）

第１６条 規則第２０条第３号の知事が定める財産は、取得価格又は効用の

増加価格が単価５０万円以上の機械、器具その他の財産とする。

２ 規則第２０条ただし書の規定により知事が定める期間は、補助金等に係

る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号。

下「適正化令」という。）第１４条第１項第２号の規定により総務大臣が別

に定める期間とする。

３ 規則第２０条本文の知事の承認を受けて財産を処分することにより収入

があった場合には、知事は、その収入の全部又は一部を県に納付させるこ

とがある。

（補助金の経理等）

第１７条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿

を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠

書類を補助金の額の確定の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合に

は、その承認を受けた日）の属する会計年度の終了後５年間保存しなけれ

ばならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が

単価５０万円以上の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の

財産処分を完了する日又は適正化令第１４条第１項第２号の規定により総

務大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておか

なければならない。

（その他）

第１８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は知事が別に定める。

附 則

この要綱は、令和３年５月２５日から施行し、令和３年４月１日から適用

する。
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附 則

１ この要綱は、令和３年７月９日から施行する。

（経過措置）

２ この要綱の施行の際現に改正前の要綱により提出されている申請書等は、

改正後の要綱により提出されているものとみなす。

３ この要綱の施行の際改正前の要綱に規定する様式による用紙で現に残存

するものは、当分の間、使用することができる。



別表（第３条関係） 
 

補助事業名 飲食店等新型コロナウイルス感染防止対策設備等導入・強化事業 

補助金の交付の

対象となる者 
飲食店等を営む者（以下、飲食店等事業者という。）とする。 

補助対象経費 

令和３年４月１日以降に支払った、飲食店等事業者が感染拡大予防

ガイドラインその他奈良県が設定する基準等に対応するために実施す

る感染拡大防止対策に必要となる設備、機器、必需品等の導入、専門

家による感染症防止策に係る検証等に要する経費（消費税及び地方消

費税の額並びに県の他の補助金の対象として申請した経費を除く。）

とする。 

補助率 ４分の３ 

補助金の額 

予算の範囲内において、補助対象経費から国庫補助金、民間団体等

からの補助金、助成金等収入を減じた額に補助率を乗じた額（千円未

満の端数がある場合は、端数を切り捨てた額）と、補助上限額２０万

円のいずれか低い額以内とする。 

 

 



第１号様式（第５条、第１１条関係） 

令和   年   月   日 
 

奈良県新型コロナウイルス感染防止対策飲食店等支援補助金交付申請書兼実績報告書 
 

奈良県知事 様 

（申請者） 郵便番号    －     

               住  所                            

                             （個人事業主にあっては、自宅住所） 

               氏  名                         印  

                     （法人・団体にあっては、法人・団体の名称及び代表者の役職・氏名） 

担当者名            電話番号              

電子ﾒｰﾙ                               

 

※内容を確認の上、該当する□にチェックマーク（✓）を記載してください。（以下同じ） 

 

奈良県新型コロナウイルス感染防止対策飲食店等支援補助金交付要綱第５条及び第１１条の規定によ

り、 
 

□下記のとおり申請します。（第５条） 

□下記のとおり実績を報告します。（第１１条） 
 

記 

１ 申請概要 

（１）現在の事業所の状況 

□「奈良県新型コロナウイルス感染防止対策施設認証」取得に取り組む飲食店等 

□「奈良県新型コロナウイルス感染防止対策施設認証」認証済の飲食店等 

（２）申請区分 

 □飲食店等新型コロナウイルス感染防止対策設備等導入・強化事業 

（３）申請施設 

許可番号 施設名称 所在地 

   

 

（４）申請（実績報告）額 

 

 

補助対象経費(見込)

Ａ 
                  円 

既に受領もしくは 

申 請 し て い る 

他からの補助等Ｂ 

国又は県             円 

（補助金名：                       ） 

 市 町 村             円 

（補助金名：                       ） 

 民間団体             円 

（補助金名：                       ） 

交 付 申 請 

（ 実 績 報 告 ） 額 

           

                   円 

※(注)補助対象経費が確定している場合は「補助対象経費」欄の「(見込)」を削除すること。 

※補助金の対象となるものの購入額(予定)の合計を記載すること。（消費税及び地方消費税は除く。） 

※(A-B)×3/4(千円未満切り捨て）又は補助上限額のいずれか低い額を記載すること。 

※補助金の対象となるものの購入額(予定)の合計を記載すること。（消費税及び地方消費税は除く。） 

※補助金の対象となるものの購入額(予定)の合計を記載すること。（消費税及び地方消費税は除く。） 



第１号様式の２（第５条、第１１条関係） 

 

事業計画（報告）書 

 

事業概要 

 

 

（     /     ）ページ 

 

 

 

行が足りない場合は、適宜追加してください。複数枚にわたっても差し支えありません。 

申請施設 

名 称  

所 在 地   

規模（室数）  

 
事業費の算定基礎 

費目 内容 金額（税抜き） 

１ 備品購入費 
※別表に定める対策・事業を実

施するための備品の購入・設置

のための費用 

  

  

  

  

  

  

  

小計  

２ 工事費 
※別表に定める対策・事業を実

施するための工事費用 

  

  

  

  

  

  

  

小計  

３ 委託費 

※別表に定める対策・事業を実

施するための専門的知識や技術

を要する業務を外部へ委託する

費用 

  

  

  

  

  

  

  

小計  

補助対象費 計  



第２号様式（第８条関係） 

令和   年   月   日 
 

奈良県新型コロナウイルス感染防止対策飲食店等支援補助金変更承認申請書 
 

奈良県知事 様 

（申請者） 郵便番号    －     

               住  所                            

                             （個人事業主にあっては、自宅住所） 

               氏  名                         印  

                     （法人・団体にあっては、法人・団体の名称及び代表者の役職・氏名） 

担当者名            電話番号              

電子ﾒｰﾙ                               

 
※内容を確認の上、該当する□にチェックマーク（✓）を記載してください。（以下同じ） 

 

奈良県新型コロナウイルス感染防止対策飲食店等支援補助金交付要綱第８条の規定により、 
 

□下記のとおり変更承認を申請します。 

 

記 

１ 申請状況 

（１）現在の事業所の状況 

□「奈良県新型コロナウイルス感染防止対策施設認証」取得に取り組む飲食店等 

□「奈良県新型コロナウイルス感染防止対策施設認証」認証済の飲食店等 

（２）申請区分 

 □飲食店等新型コロナウイルス感染防止対策設備等導入・強化事業 

（３）申請施設 

許可番号 施設名称 所在地 

   

（４）決定額 

 

２ 変更承認申請の内容 

（１）変更理由 

 

（２）変更内容 ※変更する部分についてのみ記載してください。 

□ 計画内容の変更 

□ 金額の変更 

 

変更前 変更後 

計画内容 金額 計画内容 金額 

    

   

 

交 付 決 定 額           円 

 



第３号様式（第８条関係） 

令和   年   月   日 
 

奈良県新型コロナウイルス感染防止対策飲食店等支援補助金事業中止（廃止）申請書 
 

奈良県知事 様 

（申請者） 郵便番号    －     

               住  所                            

                             （個人事業主にあっては、自宅住所） 

               氏  名                         印  

                     （法人・団体にあっては、法人・団体の名称及び代表者の役職・氏名） 

担当者名            電話番号              

電子ﾒｰﾙ                               

 
※内容を確認の上、該当する□にチェックマーク（✓）を記載してください。（以下同じ） 

 

奈良県新型コロナウイルス感染防止対策飲食店等支援補助金交付要綱第８条の規定により、 
 

□下記のとおり中止（廃止）を申請します。 

 

記 

１ 申請状況 

（１）現在の事業所の状況 

□「奈良県新型コロナウイルス感染防止対策施設認証」取得に取り組む飲食店等 

□「奈良県新型コロナウイルス感染防止対策施設認証」認証済の飲食店等 

 

（２）申請区分 

 □飲食店等新型コロナウイルス感染防止対策設備等導入・強化事業 

 

（３）申請施設 

 

許可番号 施設名称 所在地 

   

 

（４）決定額 

 

 

２．中止（廃止）の申請 

（１）中止（廃止）理由 

 

（２）中止の期間 

 

 

 

 

交 付 決 定 額           円 

 



第４号様式（第１３条関係） 

令和   年   月   日 
 

奈良県新型コロナウイルス感染防止対策飲食店等支援補助金交付請求書 
 

奈良県知事 様 

（申請者） 郵便番号    －     

               住  所                            

                             （個人事業主にあっては、自宅住所） 

               氏  名                         印  

                     （法人・団体にあっては、法人・団体の名称及び代表者の役職・氏名） 

担当者名            電話番号              

電子ﾒｰﾙ                               

 

※内容を確認の上、該当する□にチェックマーク（✓）を記載してください。（以下同じ） 

 

奈良県新型コロナウイルス感染防止対策飲食店等支援補助金交付要綱第１３条の規定により、 
 

□下記のとおり補助金の交付を請求します。 

 
 

記 

１ 申請概要 

（１）現在の事業所の状況 

□「奈良県新型コロナウイルス感染防止対策施設認証」取得に取り組む飲食店等 

□「奈良県新型コロナウイルス感染防止対策施設認証」認証済の飲食店等 

（２）申請区分 

 □飲食店等新型コロナウイルス感染防止対策設備等導入・強化事業 

（３）申請施設 

 

許可番号 施設名称 所在地 

   

 

２ 請求金額 

  

 

 

 

３ 口座情報 

※申請者と口座名義人が異なる場合は、委任状を必ず添付してください。 

      円 

金融 

機関名 

銀行 

金庫 

農業協同組合 

支店名 

支店  

出張所 

営業部 

預金 

種別 
普通・当座 

店番    
口座番号        

口座名義（カタカナ）  


